
髙浜１・２号等

制御不能・事故の拡大は防げない

◆運転期間延長認可高浜1・2: 2016.6, 美浜３:2016.11

◆認可の審査内容は
2009.7JNES 最終報告・SSレポートに基づく。
（JNES(原子力安全基盤機構) 2014.3.1に規制庁と統合）

◆2019.11にNRA(原子力規制委員会)技術報告で批判的結果

⇒2016年の認可は審査しなおすべき。
判断基準には不可解な面がある。

2023年4月30日 小山英之
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電路：
端子-端子間

原発の電気ケーブル:1000km～2000km
(長崎-東京直線距離：1000km)

３種類のケーブル

低圧ケーブル
（90％以上）
課電750V以下

計装ケーブル
電力ケーブル
制御ケーブル

（JNES  SSレポート、ｐ.2）

格納容器電線貫通部

端子箱

補足１
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補足２ 絶縁抵抗はケーブル長さに反比例する
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（2015.12.10関電報告書p.12より）

（関電の説明図）
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・設計基準事故
・重大事故-認可後のNRA報告

長期健全性評価試験手順

蒸気暴露等

事故時の健全性を長期健全性評価試験で評価する

事
故
時
模
擬
試
験
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事故前の通常運転中の劣化

◆破断時の伸びは運転時の劣化を反映している。
29％まで使用可能と判断。

◆しかし、抵抗値は運転時の劣化を反映していない？

29%

初期値
420％

146％

注：E+04＝104 [100℃、約100Gy/h]

7.8ヶ月

４



◆破断時の伸び（平成13年度検討会総合資料）
「絶縁抵抗及び破壊電圧は経年変化パラメータとして捕らえ
難く、このためケーブルの経年変化指標としては、一般的に
『破断時の伸び』が使用されている。経年変化指標は、『破
断時の伸び』とすることが妥当である」。

◆運転期間延長審査基準（2016年４月上旬に改訂）

★このように、電気ケーブルの絶縁体の劣化には事実上２つ
の指標、「絶縁性能（審査基準）」と「破断時の伸び」が存
在する。関電は破断時の伸びが29％まで運転可能と判断。

電気・計装設備の絶縁低下については，

「環境認定試験による健全性評価の結果，設計基準事故環境

下で機能が要求される電気・計装設備 及び 重大事故等環境

下で機能が要求される電気・計装設備に有意な絶縁低下が生

じないこと。」（改定により下線部が新たに付加）。

2016年6月高浜１・２号認可で、重大事故は考慮されているか？

二重の審査基準・判断基準
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関電が高浜１号の難燃KKは106年使用可能と判断した方法

＊2 等価損傷
線量データの
重ね合わせ手
法により評価

破断時の伸
び29％は初
期値420％の
6.9％と低い。
伸びは60年
頃からほぼ
横ばい状態
に注意。

合格した供
試体MB-96

の29％に対
応する106

年を採用

髙浜１号
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抵抗値：事故の前、最中(最小)、後

◆蒸気暴露終了後はほぼ元の状態に回復⇒１分間課電試験で合格
蒸気暴露中の抵抗値低下が問題⇒重大事故ではどうなる？

約1/１０万に低下

事故の影響

注：E+04＝104
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2016年に高浜１・２号、美浜３号の運転期間延長が認可された後

2019年のNRA（原子力規制委員会）
の技術報告(p.4)における問題提起

これにより、重大事故等対処設備に該当する原子炉格納容器
内のケーブルは、通常運転時の使用条件による経年劣化を経験
した後に、重大事故等が発生した場合においても絶縁性能を維
持することが要求されることから、経年劣化及び重大事故等を
想定した健全性評価が求められる26-28。

一方で、このような重大事故等時のケーブルの健全性評価は、
従来の設計基準事故時の健全性評価手法を規定した電気学会推
奨案19に基づく試験又は同案の試験項目を参考として実施した
試験の結果に基づき行われている29,30。

また、重大事故を模擬する蒸気暴露中におけるケーブルの絶
縁性能の詳細は明らかではない。
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NRAの試験手順

重大事故
が問題
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注：NRA技術報告、図3.4(a)に加筆

時間

重大事故模擬蒸気暴露の経過における絶縁抵抗値

図3.4 .200℃, 220℃で168 時間(１週間)の

蒸気暴露中及び終了後の絶縁抵抗(ケーブ
ル長1 m当たり)の経時変化

JNESの最小抵抗レベル



絶縁低下

電気抵抗が
低下する事象

高経年化検討チームの物理的劣化対象
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時間

問題点
疑問点

１．運転期間延長の審査基準では絶縁抵抗値を判
断の指標としている。現在の高経年化評価でも絶
縁抵抗値を指標として用いている。
しかし、絶縁抵抗値は劣化の指標になっていない。

２．関電は、最終試験合格のうち最も劣化した供
試体の破断時の伸びに対応する年数（評価期間）
だけ運転可能と判断しているが、その判断と運転
期間延長審査基準とはどういう関係にあるのか。

３．NRA報告書の試験結果では、１ｍ長のケーブ
ルでさえ技術基準を割り込んでいるが、技術基準
違反になることを容認するのか。

４．NRAの蒸気暴露試験では計装ケーブルに限る
ことから課電を100Ｖにしているが、JNES試験と
同様に低圧ケーブルで750Ｖ課電にすべきでは。

５．JISの1.5kV、１分課電試験は蒸気暴露終了後
の絶縁抵抗が回復した後に実施されている。重大
事故中すなわち蒸気暴露中に行うべきではないか。
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関電の報告書における（髙浜１・２号等の）
蒸気暴露試験条件

「なお、評価にあたってはJNES SSレポートの試験結果を用いた。」
2015年12月10日 原子力規制委員会 資料1-5

「高浜１、２号炉の劣化状況評価(電気・計装品の絶縁低下)」(関電)

約200℃、約5分

約130℃、14日

蒸気暴露実施条件：JNES-SSレポート 表2.4.3-11（及び-13）

補足３
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NRA 図2.6 重大事故模擬試験の温度及び圧力条件(PWR 用ケーブル)21,45-51

髙浜１・２
美浜３

NRA技術報告 220℃168時間

補足４-1 NRAの温度条件
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設置変更許可申請書添付10 重大事故時の温度
補足４-2
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電気設備技術基準（省令）

第58条 電気使用場所における使用電圧が低圧の電路の電線相

互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は，開閉器又は過電流遮

断器で区切ることのできる電路ごとに，次の表の左欄に掲げる

電路の使用電圧の区分に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる値

以上でなければならない。

NRA技術報告では、１ｍ長ケーブルで技術基準を割り込んでい
る。電路が10ｍあれば、抵抗値は1/10となるのでさらに大き
く割り込み技術基準違反となる。

補足５電路の絶縁抵抗が満たすべき技術基準
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運転開始から長期間経過した発電用原子炉の安全性を確保するための
規制制度の全体像について令和５年４月１３日原子力規制庁 ｐ.6

第4回高経年化した発電用原子炉の安全規制に関する検討チーム

絶縁低下

電気抵抗が
低下する事象

補足６
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(予備) JNES SSレポート
表2.4.2-43 C社シリコーンゴム(白芯)絶縁ケーブル(KK-1.25)の特性試験結果

３m供試体値 １km換算値

？ ？

1km換算値＝(3/1000)×３m供試体値
例：(3/1000)×1.4×107=4.2×104

750V課電なのでオームの法
則により
蒸気暴露中の最小絶縁抵抗値
＝750V / 最大漏れ電流上部３行の供試体値は、ΩとMΩ=106Ω

の誤記によるミスだった
：名古屋地裁で国が認めた。

補足７
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